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報告第１号

屋外広告物について
（違反広告物の是正指導状況）

資料No.3

http://www.moriya.intra/intra/ci/ci-data10.htm
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屋外広告物の定義

①常時又は一定の期間継続して
②屋外で
③公衆に表示されるもの
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屋外広告物が景観形成に与える影響
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無秩序な広告物の氾濫

・情報伝達機能の低下
・落下事故等の発生原因
・道路交通の安全に支障

適切な設置や管理

・賑わいを創出
・街並みに彩りを与える
・良好な雰囲気の醸成

守谷市屋外広告物条例 平成２６年２月１日施行

屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する
物件の設置について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは
風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。（第１条）
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違反広告物とは
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禁止地域

・第一種低層住居
専用地域
・都市公園
・保存緑地
・生産緑地
・公共施設の敷地内
・市街化調整区域 など

屋外広告物の表示や設置

一部の適用除外を除き…違反広告物！

禁止物件

・街路樹
・電柱
・道路標識
・街灯柱
・郵便ポスト
・電話ボックス
・道路の路面 など

広告物の種類ごとの基準

・面積
・高さ
・色彩
・デザイン
・相互間距離
・掲出期間
・許可申請の有無 など

条件を満たさずに表示や設置
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平成26年度～令和２年度（実施済み）

①平成26年度～
令和２年度までの
未完了案件

②令和３年度～
令和６年度の
新規是正指導

屋外広告物是正指導状況

・市内を７地区に区域分けし，各年度の対象区域を調査・指導
・総指導件数：421件，うち是正完了件数：220件 完了率：52％（令和３年３月
末時点）

令和３年度～令和６年度（実施中）

①平成26年度～令和２年度までの未完了案件（201件）の継続指導
②市内を４地区に区域分けし，各年度の対象区域を調査・指導
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①平成26年度～令和２年度までの未完了案件の是正指導

令和 5年1月10日現在

是正完了 125 件 62 ％

是正対応中 50 件 25 ％

未改善 26 件 13 ％

令和 ３年３月末

対象件数
201 件
（421 件）

是正完了は前年度比+29件
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②令和３年度～令和６年度の新規是正指導計画に基づく是正指導

令和 5年1月10日現在

是正完了 25 件 3 7 ％

是正対応中 31 件 4 5 ％

未改善 12件 1 8 ％

令和 4年３月末

対象件数
68 件

是正完了は前年度比+5件

令和４年度調査分については現在４２件に調査通知を発送。
今後追加調査を行い、順次通知を発送予定。

令和３年度調査分
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是正済屋外広告物例
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守谷市松並
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R6
常磐道の西側

R４
常総線の北側かつTXの東側

中央・ひがし野

R３
常総線の南側かつTXの東側

R５
TXの西側から常磐道の東側

今後の是正指導計画について


